
常温アスファルト合材購入仕様書

第１条 目的

本仕様書は、福島県三春土木事務所が使用する常温アスファルト合材（以下

「常温合材」という。）購入に関し必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保

を図るものである。

第２条 納入物品及び予定数量

全天候型常温合材（15kg/袋）  2,600 袋

第３条 仕様

道路パトロール時及び緊急時に使用することを考慮し、以下の項目すべて該当

する常温合材とする。

１ １袋あたりの重量

１袋あたり15kg詰めのものとする。

２ 骨材

骨材最大粒径が、5mmのものとする。

３ 品質・性能等

(1) 三春土木事務所において、平成３０年度以降に購入実績がある常温合材で、

かつ「ロックハードβ（ライフダクトカンパニー(株)）」及び「オレンジ

パッチ（山王(株)）」と同等程度またはこれ以上の耐久性等を有するもの

であること。

(2) 雨の日や水たまりでも使用可能であるもの。

(3) 車両のタイヤに付着しない又は付着しずらいものであること。

(4) 三春土木事務所管内の季節に応じて粘度調整を行い、施工しやすい粘度を

確保しているもの。

(5) 未開封の状態で、製造から３ヶ月程度経過した製品であっても、耐久性、

粘度等の品質に大きな変化がないこと。

(6) 開封後、数日は保存が可能であるもの。

(7) 袋の開封性を工夫し、開けやすくなっているもの。

４ 施工性

(1) 下準備

常温合材を充填する前の下準備は、ゴミや砂などを取り除く作業のみで

あること。（下処理用のコート剤を必要とする作業を伴わないもの。）

(2) 敷きならし

常温合材をスコップで敷きならしが可能であること。

(3) 締め固め

締め固め用機械（プレート等）を使用せずに、人力または車両のタイヤで

締め固めが可能であること。
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(4) 材料

上記（1)から(3)の一連作業において、使用する原材料は常温合材のみで

あること。(常温合材以外の原材料は使用しないもの。）

(5) 交通解放

補修作業後直ちに一般車両の通行が可能であるもの。

(6) その他

未開封の状態で、製造から３ヶ月程度経過した製品であっても、施工性に

大きな変化がないこと。

第４条 納入計画書

アスファルト合材納入者は（以下「納入者」という。）運搬体制、運搬経路、

連絡体制、緊急時の対応及びその他必要と認められる事項を記載した納入計画書

を契約後速やかに担当監督員（以下「監督員」という。)に提出するものとする。

第５条 常温合材の製造

監督員から納入の依頼があってから製造・袋詰めを行わなければならない。

第６条 納入期限

納入者は、監督員から納入依頼があった日から３日以内（休日、祝日、監督員

からの依頼が午後の場合の日は含めない。)に納入しなけらばならない。

なお、緊急の場合には即日納入が図れる体制を取るものとする。

第７条 納入場所、荷下ろし

納入場所は、三春土木事務所及び監督員が指定する場所とする。納入における

荷下ろしは、納入者が行うものとする。

第８条 納入検収

納入にあたっては、監督員と立ち会い、納入量及び品質の確認を受けるものと

する。検収において、監督員が不良品と判断した製品、製造が納入の依頼日より

以前のものと確認した製品など不合格であると判断した場合は、ただちに再納入

をしなければならない。

第９条 納入後

監督員が、本仕様書第３条第３項(5)および第３条第４項(6)を満足していない

製品と判断した場合は、納入者は速やかに交換しなければならない。

第１０条 空袋

使用済みの空袋については、納入者が２ヶ月程度に１度の頻度で無償で回収す

るものとする。

第１１条 契約の解除

本仕様書を満足しない事項が発生した場合、契約を解除することができる。

第１２条 その他

本仕様書に明示のない事項または疑義が生じた場合には、速やかに監督員と

協議のうえ定めるものとする。



（参考）

購入予定数量算定

過去３カ年の実績平均を令和６年度の購入予定数量とする。


